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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　長尺な底板と左右の側板とから略断面コ字状に形成され、前記側板が、その長手方向に
沿う端辺側から切り込まれて形成される切り込み部と、この切り込み部近傍の側板の一部
がコ字内側に折り込まれて形成される折り込み部とを備えている間仕切壁用ランナと、
　長尺な底板と左右の側板とから略断面コ字状に形成され、小壁部を形成するための小壁
用ランナと、を用いた開口部を備える間仕切壁構造であって、
　第１の間仕切壁用ランナが、コ字状内部を下方へ向けて天井面に沿うように設置され、
　前記小壁用ランナが、前記第１の間仕切壁用ランナの下方に、この第１の間仕切壁用ラ
ンナと互いのコ字状内部を向かい合わせて配置され、
　第２の間仕切壁用ランナが、前記第１の間仕切壁用ランナと互いのコ字状内部を向かい
合わせて、前記小壁用ランナが配置される部分を除く前記第１の間仕切壁用ランナの下方
の床面に沿うように設置され、
　スタッドの上端部が、前記第１の間仕切壁用ランナの側板どうしの間に挿入されるとと
もに、前記スタッドの下端部が、前記第２の間仕切壁用ランナの側板どうしの間に挿入さ
れて、前記スタッドが上下方向に延在するように設けられ、
　前記スタッドの少なくとも一方の端部が、前記第１および第２の間仕切壁用ランナのう
ちの少なくとも一方の間仕切壁用ランナの折り込み部に当接されており、
　小壁用スタッドの上端部が、前記第１の間仕切壁用ランナの側板どうしの間に挿入され
るとともに、前記小壁用スタッドの下端部が、前記小壁用ランナの側板どうしの間に挿入
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されて、前記小壁用スタッドが上下方向に延在するように設けられており、
　前記開口部は、前記スタッドのうちの該開口部の縦枠となるスタッドの所定の高さ位置
に、釘によって、該開口部の上枠となる木製の上枠スタッドを固定することによって形成
されており、
　前記開口部の縦枠となるスタッドには小壁用スタッドが釘によって固定されており、
　前記小壁用ランナは、ビスによって、前記上枠スタッドの上面に固定されており、
　前記スタッドと前記第１および第２の間仕切壁用ランナとを挟み込むように二枚のボー
ドが取り付けられており、
　前記小壁用スタッドと前記第１の間仕切壁用ランナおよび前記小壁用ランナとを挟み込
むように二枚のボードが取り付けられていることを特徴とする間仕切壁構造。
【請求項２】
　長尺な底板と左右の側板とから略断面コ字状に形成され、前記側板が、その長手方向に
沿う端辺側から切り込まれて形成される切り込み部と、この切り込み部近傍の側板の一部
がコ字内側に折り込まれて形成される折り込み部とを備えている間仕切壁用ランナと、
　長尺な底板と左右の側板とから略断面コ字状に形成され、小壁部を形成するための小壁
用ランナと、を用いた開口部を備える間仕切壁施工方法であって、
　あらかじめ、前記小壁用ランナを、ビスによって、前記開口部の上枠を構成する木製の
上枠スタッドの上面に固定しておく工程と、
　あらかじめ、小壁部を係止するための小壁用スタッドを、前記開口部の縦枠となるスタ
ッドに、釘によって固定しておく工程と、
　第１の間仕切壁用ランナを、コ字状内部が下方へ向くよう天井面に沿って設置する工程
と、
　第２の間仕切壁用ランナを、前記第１の間仕切壁用ランナと互いのコ字状内部を向かい
合うように、前記小壁用ランナが配置される部分を除く前記第１の間仕切壁用ランナの下
方の床面に沿って設置する工程と、
　前記開口部の縦枠となるスタッドを除くスタッドの上端部を、前記第１の間仕切壁用ラ
ンナの側板どうしの間に挿入するとともに、前記スタッドの下端部を、前記第２の間仕切
壁用ランナの側板どうしの間に挿入して、前記スタッドを上下方向に延在するように設け
、かつ、前記スタッドの少なくとも一方の端部を、前記第１および第２の間仕切壁用ラン
ナのうちの少なくとも一方の間仕切壁用ランナの折り込み部に当接させる工程と、
　前記開口部の縦枠となるスタッドの上端部を、前記第１の間仕切壁用ランナの側板どう
しの間に挿入するとともに、前記スタッドの下端部を、前記第２の間仕切壁用ランナの側
板どうしの間に挿入して、前記スタッドを上下方向に延在するように設け、かつ、前記ス
タッドに固定された前記小壁用スタッドの上端部を、前記第１の間仕切壁用ランナの折り
込み部に当接させる工程と、
　前記スタッドに固定された小壁用スタッドを除く小壁用スタッドの上端部を、前記第１
の間仕切壁用ランナの側板どうしの間に挿入するとともに、この小壁用スタッドと前記ス
タッドに固定された小壁用スタッドの下端部を、前記小壁用ランナの側板どうしの間に挿
入しながら、この小壁用ランナが予め固定された上枠スタッドを、釘によって、前記スタ
ッドのうちの前記開口部の縦枠を構成するスタッドに固定する工程と、
　前記スタッドと前記第１および第２の間仕切壁用ランナとを挟み込むようにして二枚の
ボードを取り付ける工程と、
　前記小壁用スタッドと前記第１の間仕切壁用ランナおよび前記小壁用ランナとを挟み込
むようにして二枚のボードを取り付ける工程と、を含むことを特徴とする間仕切壁施工方
法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、間仕切壁用ランナおよびこれを用いた間仕切壁構造、間仕切壁施工方法に関す
る。
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【０００２】
【背景の技術】
一般に、建築物には、内部の空間を仕切る間仕切壁が設けられている。
間仕切壁の一例として、例えば、特開平９－１００５９０号公報に記載の間仕切壁は、Ｃ
型チャンネル鋼材からなるランナを天井と床とに配置し、天井と床のランナの間に角パイ
プからなるスタッドを立て、その外側に壁面材を貼り付ける構成となっている。ランナの
両フランジ内側に設けられた突出部に、スタッドの対向二面に設けられた溝部を嵌め込む
ので、容易にランナに対してスタッドを位置決め接合することができる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、上述の間仕切壁では、ランナの両フランジに突出部を設け、かつ、スタッドの対
向二面に溝部を形成する必要があったため、スタッドの位置決め接合のための加工に手間
がかかる、という問題があった。
【０００４】
本発明の課題は、加工に手間をかけずにスタッドの位置決めができる間仕切壁用ランナお
よびこれを用いた間仕切壁構造、間仕切壁施工方法を提供することである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　以上の課題を解決するため、請求項１記載の発明は、例えば図１～図８に示すように、
長尺な底板２１と左右の側板２２とから略断面コ字状に形成され、前記側板２２が、その
長手方向に沿う端辺２３側から切り込まれて形成される切り込み部２４と、この切り込み
部２４近傍の側板２２の一部がコ字内側に折り込まれて形成される折り込み部２５とを備
えている間仕切壁用ランナ２（例えば、天井ランナ２Ａ，２Ｂ）と、
　長尺な底板２１と左右の側板２２とから略断面コ字状に形成され、小壁部１１を形成す
るための小壁用ランナ３と、を用いた開口部１０を備える間仕切壁構造であって、
　第１の間仕切壁用ランナ２Ａが、コ字状内部を下方へ向けて天井面７に沿うように設置
され、
　前記小壁用ランナ３が、前記第１の間仕切壁用ランナ２Ａの下方に、この第１の間仕切
壁用ランナ２Ａと互いのコ字状内部を向かい合わせて配置され、
　第２の間仕切壁用ランナ２Ｂが、前記第１の間仕切壁用ランナ２Ａと互いのコ字状内部
を向かい合わせて、前記小壁用ランナ３が配置される部分を除く前記第１の間仕切壁用ラ
ンナ２Ａの下方の床面８に沿うように設置され、
　スタッド４の上端部４１が、前記第１の間仕切壁用ランナ２Ａの側板２２どうしの間に
挿入されるとともに、前記スタッド４の下端部４２が、前記第２の間仕切壁用ランナ２Ｂ
の側板２２どうしの間に挿入されて、前記スタッド４が上下方向に延在するように設けら
れ、
　前記スタッド４の少なくとも一方の端部（例えば、上端部４１）が、前記第１および第
２の間仕切壁用ランナ２Ａ・２Ｂのうちの少なくとも一方の間仕切壁用ランナ（例えば、
天井ランナ２Ａ）の折り込み部２５に当接されており、
　小壁用スタッド５の上端部５１が、前記第１の間仕切壁用ランナ２Ａの側板２２どうし
の間に挿入されるとともに、前記小壁用スタッド５の下端部５２が、前記小壁用ランナ３
の側板３２どうしの間に挿入されて、前記小壁用スタッド５が上下方向に延在するように
設けられており、
　前記開口部１０は、前記スタッド４のうちの該開口部１０の縦枠となるスタッド４の所
定の高さ位置に、釘９１によって、該開口部１０の上枠となる木製の上枠スタッド１２を
固定することによって形成されており、
　前記開口部１０の縦枠となるスタッド４には小壁用スタッド５が釘９１によって固定さ
れており、
　前記小壁用ランナ３は、ビス９２によって、前記上枠スタッド１２の上面に固定されて
おり、
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　前記スタッド４と前記第１および第２の間仕切壁用ランナ２Ａ・２Ｂとを挟み込むよう
に二枚のボード６１が取り付けられており、
　前記小壁用スタッド５と前記第１の間仕切壁用ランナ２Ａおよび前記小壁用ランナ３と
を挟み込むように二枚のボード６２が取り付けられていることを特徴とする。
【０００６】
ここで、スタッドとは、間仕切壁１の内部に配置される芯材のことを意味し、例えば、Ｌ
ＶＬ（単板積層材）などから構成される角材である。また、ボードは、例えば、石膏ボー
ドなどの耐火性ボードや、その他の板状部材などである。
【０００７】
　請求項１記載の発明によれば、間仕切壁用ランナ２の側板２２が折り込み部２５を備え
ているので、スタッド４の端部４１を側板２２どうしの間に挿入するとともに、折り込み
部２５にスタッド４の端部４１を当接させて、スタッド４を位置決めできる。したがって
、スタッド４を位置決めする目的で、例えば、スタッド４を加工して溝などを形成する必
要がないので、スタッドを加工する必要があった従来に比べ、加工に手間をかけずにスタ
ッド４の位置決めができる。
　また、小壁用ランナ３と小壁用スタッド５とが設けられているので、小壁用スタッド５
の上端部５１を第１の間仕切壁用ランナ２Ａの側板２２どうしの間に挿入するとともに、
小壁用スタッド５の下端部５２を小壁用ランナ３の側板３２どうしの間に挿入するだけで
、間仕切壁１の小壁部１１の軸組を施工できる。よって、小壁部１１の施工が容易となり
、工期を短縮できる。
【０００８】
また、間仕切壁用ランナ２の側板２２に切り込みを入れて、側板２２の一部を折り込むだ
けで、容易に折り込み部２５を形成できる。したがって、間仕切壁用ランナ２の折り込み
部２５を製造工場などで形成しなくても、長尺な底板２１と左右の側板２２とからコ字状
に形成された部材（例えば、Ｃ型チャンネル鋼材）を施工現場に持ち込んで、この部材の
側板２２に切り込み部２４および折り込み部２５を形成して、間仕切壁用ランナ２を容易
に作成でき、間仕切壁用ランナ２の製造コストを低く抑えられる。
【００１５】
　請求項２記載の発明は、長尺な底板２１と左右の側板２２とから略断面コ字状に形成さ
れ、前記側板２２が、その長手方向に沿う端辺２３側から切り込まれて形成される切り込
み部２４と、この切り込み部２４近傍の側板２２の一部がコ字内側に折り込まれて形成さ
れる折り込み部２５とを備えている間仕切壁用ランナ２（例えば、天井ランナ２Ａ，２Ｂ
）と、
　長尺な底板３１と左右の側板３２とから略断面コ字状に形成され、小壁部１１を形成す
るための小壁用ランナ３と、を用いた開口部１０を備える間仕切壁施工方法であって、
　あらかじめ、前記小壁用ランナ３を、ビス９２によって、前記開口部１０の上枠を構成
する木製の上枠スタッド１２の上面に固定しておく工程と、
　あらかじめ、小壁部１１を係止するための小壁用スタッド５を、前記開口部１０の縦枠
となるスタッド４に、釘９１によって固定しておく工程と、
　第１の間仕切壁用ランナ２Ａを、コ字状内部が下方へ向くよう天井面７に沿って設置す
る工程と、
　第２の間仕切壁用ランナ２Ｂを、前記第１の間仕切壁用ランナ２Ａと互いのコ字状内部
を向かい合うように、前記小壁用ランナ３が配置される部分を除く前記第１の間仕切壁用
ランナ２Ａの下方の床面８に沿って設置する工程と、
　前記開口部１０の縦枠となるスタッド４を除くスタッド４の上端部４１を、前記第１の
間仕切壁用ランナ２Ａの側板２２どうしの間に挿入するとともに、前記スタッド４の下端
部４２を、前記第２の間仕切壁用ランナ２Ｂの側板２２どうしの間に挿入して、前記スタ
ッド４を上下方向に延在するように設け、かつ、前記スタッド４の少なくとも一方の端部
（例えば、上端部４１）を、前記第１および第２の間仕切壁用ランナ２Ａ・２Ｂのうちの
少なくとも一方の間仕切壁用ランナ（例えば、天井ランナ２Ａ）の折り込み部２５に当接
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させる工程と、
　前記開口部１０の縦枠となるスタッド４の上端部４１を、前記第１の間仕切壁用ランナ
２Ａの側板２２どうしの間に挿入するとともに、前記スタッド４の下端部４２を、前記第
２の間仕切壁用ランナ２Ｂの側板２２どうしの間に挿入して、前記スタッド４を上下方向
に延在するように設け、かつ、前記スタッド４に固定された前記小壁用スタッド５の上端
部５１を、前記第１の間仕切壁用ランナ２Ａの折り込み部２５に当接させる工程と、
　前記スタッド４に固定された小壁用スタッド５を除く小壁用スタッド５の上端部５１を
、前記第１の間仕切壁用ランナ２Ａの側板２２どうしの間に挿入するとともに、この小壁
用スタッド５と前記スタッド４に固定された小壁用スタッド５の下端部５２を、前記小壁
用ランナ３の側板３２どうしの間に挿入しながら、この小壁用ランナ３が予め固定された
上枠スタッド１２を、釘９１によって、前記スタッド４のうちの前記開口部１０の縦枠を
構成するスタッド４に固定する工程と、
　前記スタッド４と前記第１および第２の間仕切壁用ランナ２Ａ・２Ｂとを挟み込むよう
にして二枚のボード６１を取り付ける工程と、
　前記小壁用スタッド４と前記第１の間仕切壁用ランナ２Ａおよび前記小壁用ランナ３と
を挟み込むようにして二枚のボード６２を取り付ける工程と、を含むことを特徴とする。
【００１６】
　請求項２記載の発明によれば、スタッド４の端部４１を間仕切壁用ランナ２Ａの側板２
２どうしの間に挿入し、かつ、スタッド４の端部４１を折り込み部２５に当接させるので
、スタッド４を位置決めできる。したがって、スタッド４を位置決めする目的で、スタッ
ド４を加工して溝などを形成する必要がないので、スタッドを加工する必要があった従来
に比べ、加工に手間をかけずにスタッド４の位置決めができる。
　また、小壁用スタッド５の上端部５１を第１の間仕切壁用ランナ２Ａの側板２２どうし
の間に挿入するとともに、小壁用スタッド５の下端部５２を小壁用ランナ３の側板３２ど
うしの間に挿入するだけで、間仕切壁１の小壁部１１の軸組を施工できる。よって、小壁
部１１の施工が容易となり、工期を短縮できる。
【００１７】
なお、第１の間仕切壁用ランナ２Ａと第２の間仕切壁用ランナ２Ｂとが、互いのコ字状内
部を向かい合わせて配置されていれば、第１の間仕切壁用ランナ２Ａを設置する工程と、
第２の間仕切壁用ランナ２Ｂを設置する工程との順序を変更してもよい。
【００１８】
【発明の実施の形態】
以下、図を参照して本発明の実施の形態を詳細に説明する。
【００１９】
まず、本実施の形態例の間仕切壁構造を説明する。
図１に示すように、間仕切壁１には、部屋の出入り口や、通路となる開口部１０が設けら
れている。図１は、間仕切壁１の正面図である。開口部１０の上方には、小壁部１１が設
けられている。
【００２０】
図１および図２に示すように、間仕切壁１は、水平方向に延在するように配置されたラン
ナ２Ａ・２Ｂ・３と、上下方向に延在するように配置されたスタッド４・５と、ランナ３
に沿って配置されたスタッド１２と、ランナ２Ａ・２Ｂ・３およびスタッド４・５・１２
を挟み込むようにして両面に取り付けられる石膏ボード６１・６２・６３と、を備えて構
成されている。図２は、間仕切壁１から石膏ボード６１・６２・６３を取り除いた状態を
示す正面図である。
【００２１】
図２に示すように、天井面７に沿って、第１の間仕切壁用ランナとなる天井ランナ２Ａが
設置されている。また、床面８に沿って、第２の間仕切壁用ランナとなる床ランナ２Ｂが
設置されている。また、開口部１０の上枠上方には、小壁用ランナ３が設置されている。
【００２２】
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ランナ２Ａ・２Ｂ・３は、図７および図８に示す間仕切壁用ランナ２と同様の構成となっ
ている。図７は、間仕切壁用ランナ２の構成を説明するための要部斜視図である。
【００２３】
図７に示すように、間仕切壁用ランナ２は、長尺な底板２１と左右の側板２２とから略断
面コ字状に形成されており、例えば、Ｃ型チャンネル鋼材などから構成されている。それ
ぞれの側板２２には、側板２２の長手方向に沿う端辺２３側から切り込まれて形成される
切り込み部２４が、二つずつ形成されている。二つの切り込み部２４は、互いに平行とな
るように形成されている。
【００２４】
それぞれの側板２２において、二つの切り込み部２４の間に位置する側板２２が、コ字内
側に折り込まれ（図７中の矢印ｙ）、図８に示す折り込み部２５が形成されている。図８
は、間仕切壁用ランナ２を示す側面図である。
【００２５】
それぞれのランナ２Ａ・２Ｂ・３において、折り込み部２５が、スタッド４・５に隣接す
る位置に形成されている。
例えば、図３に示すように、天井ランナ２Ａにおいて、折り込み部２５が、小壁用スタッ
ド５の図中右隣となる位置に形成されている。図３は、図２中のＸ円部の拡大図である。
また、例えば、図６に示すように、床ランナ２Ｂにおいて、スタッド４の両隣に、それぞ
れ折り込み部２５が形成されている。図６は、図２中のＷ円部の拡大図である。
【００２６】
図３に示すように、天井裏に設置された鋼製スタッド７１の下面には、石膏ボード７２が
取り付けられている。天井面７となる石膏ボード７２の下面に、天井ランナ２Ａの底板２
１が当接されている。天井ランナ２Ａのコ字内側から、ビス９２を石膏ボード７２および
鋼製スタッド７１へねじ込むことにより、天井ランナ２Ａが天井面７に固定されている。
これにより、天井ランナ２Ａがコ字状内部を下方へ向けて設置されている。
【００２７】
図５に示すように、床面８となるクッションフロア８１の上面に、床ランナ２Ｂの底板２
１が当接されている。図５は、図２中のＺ円部の拡大図である。床ランナ２Ｂのコ字内側
から、クッションフロア８１、合板８２、遮音マット８３、高強度石膏ボード８４および
床パネルの面材８５にビス９２をねじ込むことにより、床ランナ２Ｂが床面８に固定され
ている。これにより、床ランナ２Ｂが、コ字状内部を上方へ向けて、天井ランナ２Ａと互
いのコ字状内部を向かい合わせた状態で設置されている。
【００２８】
図２に示す小壁用ランナ３は、天井ランナ２Ａの下方に設置されている。図４に示すよう
に、開口部１０の上枠となる上枠スタッド１２の上面に、小壁用ランナ３の底板３１が当
接されている。図４は、図２中のＹ円部の拡大図である。
【００２９】
小壁用ランナ３のコ字内側から、上枠スタッド１２にビス９２をねじ込むことにより、小
壁用ランナ３が上枠スタッド１２に固定されている。これにより、小壁用ランナ３が、コ
字状内部を上方へ向けて、天井ランナ２Ａと互いのコ字状内部を向かい合わせて配置され
ている。
【００３０】
図２に示すように、スタッド４は、天井ランナ２Ａから床ランナ２Ｂへ掛け渡すように設
置されている。また、小壁用スタッド５は、天井ランナ２Ａから小壁用ランナ３へ掛け渡
すように設置されている。
【００３１】
スタッド４・５・１２は、ＬＶＬ（単板積層材）からなる長尺な角材で構成されている。
また、スタッド４・５の端部は、例えば、図７に示すように、ランナ２の側板２２どうし
の間に挿入されている。図７中の二点鎖線は、スタッド４の下端部４２を示している。
【００３２】
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図３に示すように、スタッド４の上端部４１は、天井ランナ２Ａの側板２２どうしの間に
挿入されている。また、図５に示すように、スタッド４の下端部４２は、床ランナ２Ｂの
側板２２どうしの間に挿入されている。
【００３３】
また、図２中の一番左に位置するスタッド４の下端部４２は、図８に示すように、その両
側面が、床ランナ２Ｂの折り込み部２５に当接されている。また、図示はしないが、前記
スタッド４の上端部４１も、その両側面が、天井ランナ２Ａの折り込み部２５に当接され
ている。
【００３４】
また、図３に示すように、小壁用スタッド５の上端部５１は、天井ランナ２Ａの側板２２
どうしの間に挿入されている。また、図４に示すように、小壁用スタッド５の下端部５２
は、小壁用ランナ３の側板３２どうしの間に挿入されている。また、小壁用スタッド５の
上端部５１は、その一方の側面が、天井ランナ２Ａの折り込み部２５に当接されている。
【００３５】
図１に示すように、石膏ボード６１・６２・６３が、ランナ２Ａ・２Ｂ・３およびスタッ
ド４・５・１２を挟み込むようにして、両面に一枚ずつ取り付けられている。石膏ボード
６１・６２・６３は、ランナ２Ａ・２Ｂ・３や、スタッド４・５・１２に対して、ビスな
どにより固定されている。
【００３６】
次に、間仕切壁施工方法について説明する。
まず、施工現場において、天井ランナ２Ａ、床ランナ２Ｂを作成する。はじめに、Ｃ型チ
ャンネル鋼材など、長尺な底板２１と左右の側板２２とからコ字状に形成された部材を、
施工現場に持ち込む。この部材の側板２２に、側板２２の長手方向に沿う端辺２３側から
互いに平行となるように二つの切り込みを入れて、切り込み部２４を形成する。このとき
、スタッド４・５の側面を位置決めしたい位置に、切り込み部２４を形成する。また、二
つの切り込み部２４の間に位置する側板２２を、コ字内側に折り込んで、折り込み部２５
を形成する。
【００３７】
次に、作成した天井ランナ２Ａ、床ランナ２Ｂを設置する。天井ランナ２Ａの底板２１を
天井面７に当接させて、天井ランナ２Ａのコ字内側から、ビス９２を石膏ボード７２と鋼
製スタッド７１とにねじ込んで、天井ランナ２Ａを取り付ける。また、床ランナ２Ｂの底
板２１を床面８に当接させて、床ランナ２Ｂのコ字内側から、ビス９２をクッションフロ
ア８１、合板８２、遮音マット８３、高強度石膏ボード８４、床パネルの面材８５にねじ
込んで、床ランナ２Ｂを取り付ける。
【００３８】
次に、スタッド４を、天井ランナ２Ａから床ランナ２Ｂへ掛け渡すようにして、上下方向
に延在するように設置する。このとき、スタッド４の上端部４１を、天井ランナ２Ａの側
板２２どうしの間に挿入させ、下端部４２を、床ランナ２Ｂの側板２２どうしの間に挿入
させる。また、天井ランナ２Ａ、床ランナ２Ｂに設けられた折り込み部２５に、スタッド
４の端部側面を当接させる。
【００３９】
なお、開口部１０の縦枠となるスタッド４においては、例えば、図３および図４に示すよ
うに、スクリュー釘９１により、小壁用スタッド５をスタッド４に対してあらかじめ固定
しておく。この小壁用スタッド５の上端部５１側面を、天井ランナ２Ａの折り込み部２５
に当接させて、スタッド４を位置決めする。また、図５に示すように、スタッド４の下端
部４２を、スクリュー釘９１により床面８側に固定する。
【００４０】
また、開口部１０の上枠となる上枠スタッド１２の上面に、小壁用ランナ３の底板３１を
当接した状態で、小壁用ランナ３をビス９２によりあらかじめ固定しておき、これを開口
部１０の上枠部分に配置する。このとき、小壁用スタッド５の上端部５１を、天井ランナ
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２Ａの側板２２どうしの間に挿入するとともに、小壁用スタッド５の下端部５２を、小壁
用ランナ３の側板３２どうしの間に挿入する。また、図４に示すように、開口部１０の縦
枠となるスタッド４と、上枠スタッド１２とを、スクリュー釘９１により固定する。
【００４１】
以上のようにしてランナ２Ａ・２Ｂ・３とスタッド４・５・１２を設置した後、これらを
挟み込むようにして、図１中の正面側および裏面側に、石膏ボード６１・６２・６３を、
それぞれ二枚ずつビスなどにより取り付ける。
【００４２】
以上のように、本実施の形態例の間仕切壁用ランナ２、間仕切壁構造および間仕切壁施工
方法によれば、間仕切壁用ランナ２の側板２２どうしの間に挿入されたスタッド４・５の
端部が、折り込み部２５に当接されることにより、スタッド４・５が位置決めされる。し
たがって、スタッド４・５を位置決めする目的で、スタッド４・５を加工して溝などを形
成する必要がないので、スタッドを加工する必要があった従来に比べ、加工に手間をかけ
ずにスタッド４・５の位置決めができる。
【００４３】
また、スタッド４・５を加工して溝などを形成する必要がないので、スタッド４・５の製
造コストを低く抑えられる。
【００４４】
また、間仕切壁用ランナ２の側板２２に切り込みを入れて、側板２２の一部を折り込むだ
けで、容易に折り込み部２５を施工現場などで形成できる。したがって、間仕切壁用ラン
ナ２の折り込み部２５を、製造工場などで形成する必要がないので、Ｃ型チャンネル鋼材
などの単純な形状の部材を製造しておけばよく、間仕切壁用ランナ２にかかる製造コスト
を低く抑えられる。
【００４５】
また、側板２２どうしの間に挿入されるスタッド４・５の端部を、切り込み部２４の位置
で折り込み部２５に当接させることにより、スタッド４・５が位置決めされる。したがっ
て、切り込み部２４の位置を設定することにより、スタッド４・５の位置を正確に決定で
きる。
【００４６】
また、小壁用スタッド５の上端部５１を天井ランナ２Ａの側板２２どうしの間に挿入する
とともに、小壁用スタッド５の下端部５２を小壁用ランナ３の側板２２どうしの間に挿入
するだけで、間仕切壁１の小壁部１１の軸組を施工できる。よって、小壁部１１の施工が
容易となり、工期を短縮できる。
【００４７】
また、スタッド４・５を位置決めするのに、ランナ２Ａ・２Ｂ・３の側板２２・３２外側
からビスなどをねじ込んでスタッド４・５を固定する必要がないので、ランナ２Ａ・２Ｂ
・３の側板２２・３２外側にビス頭が出ない。よって、石膏ボード６１・６２・６３を、
側板２２・３２に対して面で当接でき、平滑に取り付けられる。
【００４８】
なお、以上の実施の形態においては、折り込み部２５が、間仕切壁用ランナ２の左右の側
板２２それぞれに設けられるものとしたが、本発明はこれに限定されるものではなく、片
方の側板２２のみに設けられる構成としても、同様の効果が得られる。
【００４９】
また、間仕切壁用ランナ２のそれぞれの側板２２には、切り込み部２４が二つ形成されて
いるものとしたが、切り込み部２４を一つだけ形成して、切り込み部２４近傍の側板２２
の一部をコ字内側に折り込むことにより折り込み部を形成する構成としても、同様の効果
が得られる。
【００５０】
また、天井ランナ２Ａ、床ランナ２Ｂを天井面７、床面８に取り付ける前に、切り込み部
２４および折り込み部２５を形成するものとしたが、天井ランナ２Ａ、床ランナ２Ｂを、
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天井面７や床面８に取り付けてから、切り込み部２４および折り込み部２５を形成しても
よい。
【００５１】
また、間仕切壁１において、石膏ボード６１・６２・６３に代えて、その他の耐火性ボー
ドや、板材などを用いる構成としても良い。
また、スタッド４・５は、ＬＶＬに限らず、例えば、角形鋼管など、その他の部材で構成
されるものとしても良い
【００５２】
また、天井部分（鋼製スタッド７１、石膏ボード７２）および床部分（クッションフロア
８１、合板８２、遮音マット８３、高強度石膏ボード８４、床パネルの面材８５）の構成
は、適宜変更可能である。また、天井面７および床面８は、水平に設定されていなくても
良い。
また、この間仕切壁構造は、開口部１０を有しない間仕切壁にも適用できる。
【００５３】
【発明の効果】
　請求項１記載の発明によれば、折り込み部にスタッドの端部を当接させて、スタッドを
位置決めできる。また、加工に手間をかけずにすむ。また、間仕切壁用ランナの製造コス
トを低く抑えられる。
　また、間仕切壁の小壁部の施工が容易となり、工期を短縮できる。
【００５７】
　請求項２記載の発明によれば、加工に手間をかけずにスタッドの位置決めができる。
　また、間仕切壁の小壁部の施工が容易となり、工期を短縮できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明を適用した一実施の形態の間仕切壁構造を示す正面図である。
【図２】図１中の間仕切壁からボードを取り除いた状態を示す正面図である。
【図３】図２中のＸ円部の拡大図である。
【図４】図２中のＹ円部の拡大図である。
【図５】図２中のＺ円部の拡大図である。
【図６】図２中のＷ円部の拡大図である。
【図７】図２中の間仕切壁用ランナの構成を説明するための要部斜視図である。
【図８】図２中の間仕切壁用ランナの側面図である。
【符号の説明】
１　　間仕切壁
２　　間仕切壁用ランナ
３　　小壁用ランナ
４　　スタッド
５　　小壁用スタッド
７　　天井面
８　　床面
２Ａ　天井ランナ（第１の間仕切壁用ランナ）
２Ｂ　床ランナ（第２の間仕切壁用ランナ）
２１　底板
２２　側板
２３　端辺
２４　切り込み部
２５　折り込み部
３１　底板
３２　側板
４１　上端部
４２　下端部
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５１　上端部
５２　下端部
６１　石膏ボード（ボード）

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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【図６】

【図７】

【図８】
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